
４－６　審議会等委員への女性の登用方策（都道府県・政令指定都市）

公表・
非公表

名簿掲載
人　　　数

北 海 道 ○ 非公表 383 ○ 「女性の施策・方針決定参画促進要綱」に基づく事前協議の実施
青 森 県 ○ 非公表 424 ○ ○
岩 手 県 ○ ○
宮 城 県 ○ 公表 153 ○
秋 田 県 ○ 非公表 97
山 形 県 ○ 非公表 521 ○

福 島 県 ○ 非公表 161 ○
審議会等への女性の登用促進要綱を定め、各審議会の委員を選任する場合
には、女性委員の登用について、生活環境部長に事前協議を行うこととしてい
る。

茨 城 県 ○ 「女性の付属機関等への参画促進要項」に基づく事前協議の実施
栃 木 県 ○ 非公表 315 ○ ○
群 馬 県 ○ 一部公表 286 ○ ○
埼 玉 県 ○ 公表 24 ○ ○
千 葉 県 ○ 非公表 345
東 京 都 ○
神 奈 川 県 ○ ○ 審議会等の委員への男女共同参画推進のための事前協議の実施
新 潟 県 ○ 非公表 926 ○ 審議会等委員への女性登用推進要綱に基づく事前協議
富 山 県 ○ 非公表 1,860 ○ ○ 審議会等の設置及び運営に関する要綱に基づく事前協議の実施
石 川 県 ○ 公表 108 ○ ○
福 井 県 ○ 非公表 308 ○ ○
山 梨 県 ○ 公表 90 ○

長 野 県 ○ 非公表 490 ○
事前協議を実施し、選任の結果、女性委員の比率が5割を下回る場合は、そ
の理由及び今後の対応策等を公表

岐 阜 県 ○ 非公表 ○
静 岡 県 ○ 公表 422 ○ ○
愛 知 県 ○ 非公表 376 ○ ○ 審議会等委員への女性の登用推進要綱に基づく事前協議の実施

三 重 県 ○ 非公表 193 ○
男女共同参画の視点で進める三重県附属機関等への委員選任基本要綱に基
づく事前協議の実施

滋 賀 県 ○ 非公表 140 ○ ○
京 都 府 ○ 非公表 ○ ○ 有識者会議等への女性委員の登用推進要綱に基づく事前協議の実施
大 阪 府 ○ 非公表 946
兵 庫 県 ○ 非公表 482 ○ ○
奈 良 県 ○ 公表 73 ○ ○ 審議会委員等選任通知に基づく事前協議の実施
和 歌 山 県 ○ 非公表 350 ○ 「和歌山県審議会等への女性の参画促進要綱」に基づく事前協議の実施
鳥 取 県 ○ 公表 98 ○ ○
島 根 県 ○ 非公表 399 ○ 審議会等への女性の参画推進要綱に基づく事前協議の実施
岡 山 県 ○ ○
広 島 県
山 口 県 ○ 公表 36 ○
徳 島 県 ○ 非公表 304 ○ ○ 女性委員の選任促進のため、事前協議を実施
香 川 県 ○ 非公表 1,832 ○ 目標を達成していない審議会等についての事前協議の実施
愛 媛 県 ○ 非公表 280 ○ ○ 目標を達成していない審議会等について、事前協議を実施している。
高 知 県 ○ 非公表 359 ○ 審議会等委員への女性登用促進要綱に基づく事前協議
福 岡 県 ○ 非公表 ○ ○ 審議会等委員への女性の登用推進実施要領に基づく登用推進員の設置
佐 賀 県 ○ 公表 141 ○ ○
長 崎 県 ○ 非公表 440 ○ 審議会等の委員への女性の登用促進要綱に基づく事前協議の実施
熊 本 県 ○ 公表 263 ○ 審議会委員への女性の登用促進のための事前協議の実施
大 分 県 ○ 公表 290 ○
宮 崎 県 ○ 非公表 236 ○
鹿 児 島 県 ○ 「女性委員登用促進要領」に基づく取組

沖 縄 県 ○ 公表 78 ○ 改選予定審議会等の委員登用の事前調整実施

計　(%) 40 (85.1%) 21 43 22
札 幌 市 ○ 非公表 679 ○ 委員選定時の事前協議制度を導入

仙 台 市 ○ ○
審議会等の新規設置時、及び改選後の女性委員登用率が40％を下回る改選
時に、所管課と男女共同参画課で事前協議を実施

さ い た ま 市 ○ 非公表 133 ○
千 葉 市 ○ 「附属機関への女性委員の登用促進要綱」に基づく事前協議の実施

横 浜 市 ○
事前協議の実施、一斉改選を控えた附属機関所管課への通知、民間の人材
情報データベース利用

川 崎 市 ○ 事前協議の実施
相 模 原 市 ○ 非公表 8 ○ ○ 審議会等所管課との、委員選任時における事前協議の実施
新 潟 市 ○ 非公表 272 ○ ○ 委員の選任にあたり、事前協議を実施
静 岡 市 ○ 非公表 458 ○ ○
浜 松 市 ○ 非公表 106 ○ ○
名 古 屋 市 ○ 審議会等委員への女性の登用の促進に関する要綱に基づく事前協議
京 都 市 ○ 非公表 683 ○ 委員選任に係る事前協議の実施
大 阪 市 ○
堺 市 ○ 「堺市審議会等への女性委員登用推進要綱」に基づく事前協議の実施
神 戸 市 ○

岡 山 市 ○ ○
委員選任の決裁は、女性が輝くまちづくり推進課長を合議先とする。条例に基
づき、男女いずれか一方が４割に満たない場合は、男女共同参画専門委員会
でやむを得ない事情かどうか審査を経なければならない。

広 島 市 ○
福 岡 市 ○ 公表 286
北 九 州 市 ○
熊 本 市 ○ 非公表 184 ○ 審議会等の設置等に関する指針に基づく委員選任の際の事前協議

計 9 (45.0%) 6 19 12

合 計 49 (73.1%) 27 62 34
　

人材育成
事業の実施

委員の
公　 募

そ　の　他　の　方　策
都道府県
政令都市

女性人材
名　　　簿


